
 

        米子市審議会等委員選任基準米子市審議会等委員選任基準米子市審議会等委員選任基準米子市審議会等委員選任基準 

                                          

 １１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨 

   この基準は、審議会等の委員に多様な人材を登用することにより、その活性化を図る 

  ため、委員の選任基準に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 ２２２２    定義定義定義定義 

   この基準において「審議会等」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３ 

  ８条の４に規定する委員会、委員及び附属機関並びにこれらに準ずる機関をいう。 

 

 ３３３３    基本方針基本方針基本方針基本方針 

   審議会等の委員の選任に当たっては、市民各層又は市内外を問わず優れた知識経験を 

  有する者からの幅広い意見を市政に反映させるため、多様な人材の登用に努めることと 

  し、特に女性委員の登用推進については、男女共同参画社会の実現を図る観点から、当 

  面の最優先事項として配意するものとする。 

 

 ４４４４    女性委員の登用推進女性委員の登用推進女性委員の登用推進女性委員の登用推進 

   審議会等への女性委員の登用については、女性の登用率が４０パーセント以上６０パ

ーセント以下となるよう積極的な推進に努めるものとする。 

 

 ５５５５    青年層委員の登用推進青年層委員の登用推進青年層委員の登用推進青年層委員の登用推進 

   審議会等への青年層委員（おおむね５０歳未満の年齢の者をいう。）の登用について

は、その積極的な推進に努めるものとする。 

 

 ６６６６    市職員からの選出制限市職員からの選出制限市職員からの選出制限市職員からの選出制限 

   市職員からは、審議会等の委員を選出しないものとする。ただし、法令に定めがある 

  もののほか、真に委員として参画する必要があると認められるものにあっては、この限 

  りでない。 

 

 ７７７７    市議会議員からの選出制限市議会議員からの選出制限市議会議員からの選出制限市議会議員からの選出制限 

   市議会議員からは、審議会等の委員を選出しないものとする。ただし、法令に定めが 

  あるもの及び特別の事情があるものにあっては、この限りでない。  

 

 ８８８８    重複選任件数の制限重複選任件数の制限重複選任件数の制限重複選任件数の制限 

   審議会等の委員を他の審議会等の委員に重複して選任する場合の件数は、原則として 

  ４件以内とする。ただし、法令に基づく充て職としての委員その他の人選に関し任命権 

  者の裁量権が及ばないものについては、これを当該件数には含めないものとする。 

 



 ９９９９    委員の再任の委員の再任の委員の再任の委員の再任の在在在在り方り方り方り方 

   審議会等の委員の再任に当たっては、当該委員の適性を再評価するものとし、安易に 

  自動継続的な再任は行わないものとする。 

 

１０１０１０１０    特定団体からの委員の選出の特定団体からの委員の選出の特定団体からの委員の選出の特定団体からの委員の選出の在在在在り方り方り方り方 

   審議会等の委員の特定団体からの選出は、当該審議会等が特定団体との連絡調整的機 

  能を実態として併有している場合に限り行うこととし、この場合にあっても、関係団体 

  が複数あるときは任期ごとに団体を替え、又は団体の代表者をその長に特定しないなど 

  団体及び委員の固定化を極力避けること。 

 

１１１１１１１１    委員の公募制の導入委員の公募制の導入委員の公募制の導入委員の公募制の導入 

   市民の市政への参加を推進するため、別に定めるところにより、審議会等の委員の公 

  募制の導入に努めるものとする。 

 

１２１２１２１２    この基準の適合状況の確認この基準の適合状況の確認この基準の適合状況の確認この基準の適合状況の確認 

   審議会等の委員を選任しようとする当該審議会等の主管課長は、その都度、審議会等 

  委員選任基準チェックシート（別記様式）を作成し、当該選任に係る稟議書に添付する 

  ことにより、この基準の適合状況について総務部職員課長の確認を受けなければならな 

  い。 

 

    附附附附    則則則則 

  この基準は、平成１７年９月２６日から施行する。 

 



別 記 様 式 （ 第 １ ２ 項 関 係 ）  

               審 議 会 等 委 員 選 任 基 準 チ ェ ッ ク シ ー ト  
 

  （       年   月   日 選 任 予 定 分 ）   主 管 課 名   

 審 議 会 等 の 名 称 等    □ 新 設  □ 既 存  

 今 回 の 選 任 内 容    □ 新 任 （   人 ）  □ 再 任 （    人 ）  □ 解 任 （   人 ）  

 比 較 項 目    選 任 前    選 任 後    摘 要  

 委 員 総 数          人           人   委員定数        人  

 女 性 委 員 の 数          人           人   選任後の登用率      ％  

  ～ 49歳          人           人   ※青年層委員に該当  年  

 齢  

 50～  歳          人           人   

 学識経験のある者         人           人   

 市議会の議員         人           人   ※選出制限に該当 

 関係行政機関職員         人           人   

 民間団体の代表者         人           人   

 利害関係のある者         人           人   

 市の職員         人           人   ※選出制限に該当 

 公募による者         人           人   公募枠         人  

 

 

 

 選  

 

 任  

 

 前  

 

 後  

 

 の  

 

 委  

 

 員  

 

 数  

 

 比  

 

 較  

 

 

 

 

 選  

 

 出  

 

 区  

 

 分  

 その他         人           人   

 ※今回の選任に当たって配意した事項にﾁｪｯｸすること｡ 

    □ 女 性 委 員 の 登 用 を 推 進 し た 。  

    □ 青 年 層 委 員 の 登 用 を 推 進 し た 。  

    □ 市 職 員 か ら の 選 出 制 限 を 遵 守 し た 。  

    □ 市 議 会 議 員 か ら の 選 出 制 限 を 遵 守 し た 。  

    □ 委 員 の 重 複 選 任 件 数 の 制 限 を 遵 守 し た 。  

    □ 委 員 の 再 任 に 当 た っ て は 、 そ の 適 性 を 再 評 価 し た 。  

    □ 特 定 団 体 か ら の 委 員 の 選 出 方 法 に つ い て 見 直 し を 行 っ た 。  

    □ 委 員 の 公 募 制 を 導 入 し た 。  

 

 

 

 

 委  

 員  

 選  

 任  

 基  

 準  

 と  

 の  

 適  

 合  

 状  

 況  

 ※今回の選任後においても不適合となる事項があれば､その内容及び今後の対応方針を記入すること｡ 

 

 注  

 意  

 

 １   こ の チ ェ ッ ク シ ー ト は 、 委 員 選 任 の 都 度 作 成 し 、 当 該 選 任 に 係 る 稟 議 書 に  

  添 付 し て お く こ と 。  

 ２   「 年 齢 」 欄 は 、 選 任 予 定 日 現 在 に よ る こ と 。  

                              
 


